
 

 名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

   

    

 

  令和 8年 3月31日 

   

 

 

                 名古屋市長  広  沢  一  郎 

 

 

 

 

 

   名古屋市児童福祉施設条例の一部を改正する条例 

   

 名古屋市児童福祉施設条例（平成27年名古屋市条例第53号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 第 1条第 1項の表中 

「 

〃 名古屋市中志段味保育園 
名古屋市守山区大字中志段味字 

宮前1174番地 
 を 

〃 名古屋市鳥羽見保育園 
名古屋市守山区鳥羽見二丁目15 

番28号 

                                 」 

「 

〃 名古屋市中志段味保育園 
名古屋市守山区大字中志段味字 

宮前1174番地 
 に、 

                                 」                                  

名古屋市条例第40号



「 

〃 名古屋市上ノ池保育園 
名古屋市天白区平針南一丁目 

114番地 
 を 

〃 名 古 屋 市 名 城 保 育 園 
名古屋市北区名城三丁目 3番 2 

－ 101号 

                                 」 

「 

〃 名古屋市上ノ池保育園 
名古屋市天白区平針南一丁目 

114番地 
 に 

                                 」 

改め、 

「 

〃 名 古 屋 市 森 孝 保 育 園 
名古屋市守山区森孝一丁目1144 

番地 

  

                                 」 

削る。 

                                

   附 則 

 この条例の施行期日は、規則で定める。 

を 


